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◆
市
税
の
納
め
忘
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か

市
県
民
税
や
固
定
資
産
・
都
市
計
画
税
、

国
民
健
康
保
険
税
な
ど
の
納
め
忘
れ
は
あ

り
ま
せ
ん
か
。

税
金
は
、
自
主
的
に
納
期
限
ま
で
に
納

め
て
い
た
だ
く
も
の
で
、
税
金
に
よ
り
市

の
事
業
は
運
営
さ
れ
て
い
ま
す
。　

納
期
限
ま
で
に
納
め
て
い
た
だ
け
な
い

方
に
は
、
督
促
状
や
催
告
書
な
ど
で
自
主

納
付
を
促
し
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
で
も
納

め
て
い
た
だ
け
な
い
方
に
は
、
市
税
な
ど

を
納
付
さ
れ
た
方
と
の
公
平
を
保
つ
た
め

に
、
財
産
を
差
し
押
さ
え
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。

納
期
限
ま
で
に
納
め
る
こ
と
の
で
き
な

い
方
は
、
未
納
の
ま
ま
に
し
て
お
か
ず
、

す
ぐ
に
税
務
グ
ル
ー
プ
に
相
談
し
て
く
だ

さ
い
。

◆
便
利
で
確
実
な
口
座
振
替
の
利
用
を

「
口
座
振
替
」
は
、
納
期
ご
と
に
市
税

な
ど
を
金
融
機
関
や
市
役
所
の
窓
口
に
出

向
い
て
納
付
す
る
わ
ず
ら
わ
し
さ
を
省
き
、

あ
な
た
の
預
金
口
座
か
ら
自
動
的
に
納
付

す
る
方
法
で
す
。
こ
の
制
度
を
利
用
す
る

と
、
納
期
内
に
納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

特
に
仕
事
が
忙
し
い
方
や
共
働
き
の
方
な

ど
、
時
間
に
余
裕
の
な
い
方
に
は
と
て
も

便
利
で
す
。

申
込
方
法　

通
帳
（
口
座
番
号
）
と
印
鑑

（
お
届
け
印
）
を
持
参
の
う
え
、
税
務

グ
ル
ー
プ
か
市
内
金
融
機
関
、
ゆ
う
ち

ょ
銀
行
（
郵
便
局
）
で
申
込

※
口
座
振
替
の
開
始
は
、
申
込
み
か
ら
２

か
月
後

◆
市
税
が
コ
ン
ビ
ニ
で
納
め
ら
れ
ま
す

市
税
が
専
用
の
バ
ー
コ
ー
ド
入
り
の
納

付
書
で
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
納

め
ら
れ
ま
す
。　

対
象
と
な
る
方
に
は
年
度
当
初
の
納
税

通
知
書
な
ど
に
利
用
案
内
を
同
封
し
ま
す

の
で
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
納
期
限
が
過
ぎ
た
納
付
書
は
、

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
は
利
用
で
き

ず
、
納
付
書
裏
面
記
載
の
取
扱
金
融
機
関

か
、
市
役
所
窓
口
で
の
利
用
と
な
り
ま
す

の
で
、
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

対
象
税
目
な
ど　

個
人
市
県
民
税
（
普
通

徴
収
）
、
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
、

軽
自
動
車
税
、
国
民
健
康
保
険
税

※
１
回
の
納
付
額
が
30
万
円
以
下
の
場
合

に
か
ぎ
る
。

問
合
せ
先

□市
税
務
グ
ル
ー
プ

☎
５
２
│

１
１
１
１（
内
線
241
・
243
・
259
）

善
意
を
あ
り
が
と
うご

ざ
い
ま
し
た

（
敬
称
略
）

市
へ

高
桑
雄
司
（
高
浜
電
工
株
式
会
社
）

情報
ファイル
情報
ファイル

Information
File

税

◆平成28年度市税などの納期限一覧表

３期
（8/31）

１期・全期
（6/30）

２期
（8/31）

２期
（6/30）

４期
（2/28）

８期
（2/28）

８期
（2/28）

４期
（1/31）

３期
（10/31）

６期
（12/26）

１期・全期
（5/31）

２期
（8/1）

７期
（１/３１）

７期
（１/３１）

４期
（10/31）
５期

（11/30）
３期

（12/26）

全期
（5/31）

８期
（2/28）２月

２９年
１月

７期
（１/３１）

３月

４期
（10/31）

１期
（5/2）

１期
（8/1）

６期
（12/26）

後期高齢者
医療保険料

２期
（8/31）

６期
（12/26）

５期
（11/30）

３期
（9/30）

１２月

１１月

１期
（5/2）

国民健康
保険税 介護保険料

５期
（11/30）

４期
（10/31）

軽自動車税

３期
（8/31）

２期
（6/30）

８月

７月

６月

９月

１０月

２８年
４月

区分
年月

市県民税

５月

固定資産税
都市計画税

高
浜
市
は

振
替
納
税
宣
言
の
ま
ち
で
す

情
報
フ
ァ
イ
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平
成
28
年
度
土
地
・
家
屋
価
格
等
縦
覧

帳
簿
の
縦
覧
が
で
き
ま
す
。

土
地
価
格
等
縦
覧
帳
簿
に
は
所
在
地
番
、

地
目
、
地
積
、
価
格
が
、
家
屋
価
格
等
縦

覧
帳
簿
に
は
所
在
地
番
、
家
屋
番
号
、
種

類
、
構
造
、
床
面
積
、
価
格
が
記
載
さ
れ

て
い
ま
す
。

縦
覧
期
間　

４
月
１
日
㈮
〜
５
月
31
日
㈫

※
土
・
日
曜
日
、
祝
日
は
除
く
。

縦
覧
時
間　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

15
分

縦
覧
場
所　

市
役
所
１
階
税
務
グ
ル
ー
プ

窓
口

縦
覧
で
き
る
方　

納
税
者
、
同
居
の
家
族

お
よ
び
納
税
管
理
人

※
そ
の
ほ
か
の
人
は
委
任
状
が
必
要

※
申
請
者
の
本
人
確
認
を
す
る
た
め
、
証

明
で
き
る
書
類
（
運
転
免
許
証
な
ど
）

を
提
示

課
税
明
細
書
の
送
付
・
課
税
台
帳
の
閲
覧

時
期　

４
月
上
旬
（
予
定
）

問
合
せ
先

□市
税
務
グ
ル
ー
プ

☎
５
２
│

１
１
１
１
（
内
線
244
・
245
）

平
成
22
年
１
月
診
療
分
か
ら
、
子
ど
も

医
療
費
助
成
枠
を
、
０
歳
か
ら
中
学
校
卒

業
年
（
15
歳
）
の
３
月
31
日
ま
で
に
拡
大

し
て
い
ま
す
。

４
月
に
小
学
校
へ
入
学
す
る
子
の
家
庭

に
、
入
学
後
に
使
用
す
る
子
ど
も
医
療
費

受
給
者
証
を
３
月
中
に
送
付
し
ま
す
。

（
就
学
前
の
子
は
、
現
在
持
っ
て
い
る
子

ど
も
医
療
費
受
給
者
証
を
そ
の
ま
ま
使
用

し
て
く
だ
さ
い
。
年
齢
拡
大
後
の
新
し
い

受
給
者
証
は
、
有
効
期
限
が
切
れ
る
前
に

順
次
送
付
し
ま
す
。
）

ま
た
、
３
月
に
中
学
校
を
卒
業
す
る
子

は
、
３
月
31
日
㈭
を
も
っ
て
子
ど
も
医
療

費
の
受
給
資
格
を
喪
失
す
る
た
め
、
４
月

１
日
㈮
以
降
医
療
機
関
な
ど
に
受
診
し
た

と
き
は
、
自
己
負
担
分
の
支
払
い
が
必
要

に
な
り
ま
す
。
（
た
だ
し
、
他
の
福
祉
医

療
を
受
給
し
て
い
る
方
は
除
く
。
）

な
お
、
現
在
使
用
し
て
い
る
子
ど
も
医

療
費
受
給
者
証
は
、
有
効
期
間
終
了
後
に
、

市
役
所
市
民
窓
口
グ
ル
ー
プ
ま
で
返
還
を

お
願
い
し
ま
す
。

※
保
険
証
な
ど
変
更
が
あ
っ
た
場
合
は
か

な
ら
ず
届
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先

□市
市
民
窓
口
グ
ル
ー
プ

☎
5
2
│

１
１
１
１
（
内
線
227
）

医

療

国民健康保険税随時分の納期限は

3月31日（木）です
『後期高齢者医療被保険者の医療費に

充てられる大切な財源』
後期高齢者医療保険料随時分の納期限は

3月31日（木）です

子
ど
も
医
療
費
受
給
者
証

土
地
価
格
等
縦
覧
帳
簿・

家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿
の
縦
覧

～かならず納期限内に納めましょう～
随時分の納付は、２月中に国保に加入したり、所得の

修正申告を行った世帯などが対象です。

納税には口座振替が便利です
納め忘れがなく、納期ごとに金融機関やコンビニなど

へ出かけて支払う必要もありません。
口座振替の方は、残高の確認をお願いします。

口座振替申込
申込先
金融機関もしくは□市市民窓口グループ

持ち物
通帳、通帳に使用している印鑑

※口座振替の開始は、申込から２か月後になります。

問合せ先
□市市民窓口グループ
☎５２－１１１１（内線２６１・２６２）

！

～かならず納期限内に納めましょう～

●対象者
・平成２８年１月中に
①７５歳になった方
②障がい認定により、後期高齢者の資格を取得した
方

③後期高齢者医療の被保険者で高浜市へ転入した
方

※対象者には、平成２７年度の「後期高齢者医療保険納
入通知書」を３月中旬に送付します。

●納付窓口
・最寄りの金融機関
・市役所内指定金融機関（１階１番窓口）

問合せ先
□市市民窓口グループ
☎５２-１１１１（内線２２７・２１７）
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